
平成 25 年 3 月 4 日 

 

協会員・貸金業者各位 

 

日 本 貸 金 業 協 会  

コンプライアンス部 

TEL 03-5739-3014  

 

 

 

疑わしい取引の参考事例の改正について 

 

標記のことにつきまして、平成 25 年 2 月 22 日付で金融庁監督局長から「疑わしい取引

の参考事例の改正について」（別添）により「疑わしい取引の参考事例（預金取扱い金融機

関）」を改正する旨の周知徹底要請がありましたのでお知らせいたします。 
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